
旅客営業規則 新旧対照表（案） 

改 定（案） 現 行 備考 

旅客営業規則 旅客営業規則  

2018年４月１日規則第38号 2018年４月１日規則第38号  

（通学定期券の発売） （通学定期券の発売）  

第34条 指定学校に関する規則第２条に規定する学校（以下「指定学

校」という。）の幼児、児童、生徒若しくは学生、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第39条に規定する保育所（以下「保育所」と

いう。）の児童又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に

規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保連携型認定こども園」

という。）の子どもが通学のため、常時、区間及び経路を同じくし

て順路によって乗車する場合であって、次の各号に定める発売場所

において当該各号に定める手続きをしたときは、旅客の居住地最寄

り駅と在籍する指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園最寄

り駅との相互間について、第33条第１項各号の条件を満たすものに

通学定期券を発売する。 

第34条 指定学校に関する規則第２条に規定する学校（以下「指定学

校」という。）の幼児、児童、生徒若しくは学生、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第39条に規定する保育所（以下「保育所」と

いう。）の児童又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に

規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保連携型認定こども園」

という。）の子どもが通学のため、常時、区間及び経路を同じくし

て順路によって乗車する場合であって、次の各号に定める発売場所

において当該各号に定める手続きをしたときは、旅客の居住地最寄

り駅と在籍する指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園最寄

り駅との相互間について、第33条第１項各号の条件を満たすものに

通学定期券を発売する。 

 

６ 第２項の規定により通学定期券を発売する場合の通学定期券購

入申込書の様式は、前３項の規定にかかわらず、当社が別に定める。 

６ 第２項の規定により通学定期券を発売する場合の通学定期券購

入申込書の様式は、第３項及び前項の規定にかかわらず、次のとお

りとする。 

 

  縦 17.9cm 横 9.1cm  



 

 

 

     

附 則   

この規則は、2025年11月28日から施行する。   

 



振替輸送取扱規則 新旧対照表 

改 正 現 行 

振替輸送取扱規則 振替輸送取扱規則 

2018年４月１日規則第46号 2018年４月１日規則第46号 

別表２（第４条関係） 別表２（第４条関係） 

 (１) 相互振替輸送  (１) 相互振替輸送 

   ウ 当社線及び近畿日本鉄道間    ウ 当社線及び近畿日本鉄道間 

当社線 近畿日本鉄道（運行不能区間） 

本町 

堺筋本町 

谷町四丁目 

○森ノ宮 

緑橋 

深江橋 

○高井田 

長田 

四ツ橋 

心斎橋 

長堀橋 

谷町六丁目 

難波 

日本橋 

谷町九丁目 

鶴橋 

今里 

新深江 

小路 

けいはんな線 

 

 

（注） 近畿日本鉄道線（けいはんな線）が運行不能時、近鉄奈良線を経由

する場合に当社線で振替輸送の取扱いを行う。 

  



○ＪＲ線及び近鉄奈良線の双方を経由する場合に取扱う。  

    

附 則  

この規則は、2025年11月28日から施行する。  

 


